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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第130期
第３四半期
連結累計期間

第131期
第３四半期
連結累計期間

第130期
第３四半期
連結会計期間

第131期
第３四半期
連結会計期間

第130期

会計期間

自  平成20年
    ４月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    10月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (百万円) 331,264 218,719 106,346 77,302 426,262

経常利益又は経常損失
（△）

(百万円) 4,165 △927 947 △125 5,115

四半期(当期)純利益又は
四半期純損失（△）

(百万円) 1,757 △4,593 130 △24 1,619

純資産額 (百万円) ― ― 32,941 26,980 32,319

総資産額 (百万円) ― ― 215,931 176,287 191,999

１株当たり純資産額 (円) ― ― 146.02 121.30 143.35

１株当たり四半期(当期)
純利益金額又は四半期純
損失金額（△）

(円) 8.00 △21.56 0.61 △0.11 7.43

潜在株式調整後
１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 7.98 ― 0.60 ― 7.41

自己資本比率 (％) ― ― 14.4 14.7 15.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,970 2,924 ― ― 10,598

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △986 △1,716 ― ― △1,362

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △ 11,671 △2,707 ― ― △11,945

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 29,345 27,903 29,255

従業員数 (名) ― ― 1,575 1,580 1,524

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

     ２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３  第131期第３四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について

は、潜在株式が存在しますが、１株当たり四半期純損失のため記載しておりません。

     ４　従業員数は、就業人員数を表示しております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容

に重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。

この結果、平成21年12月31日現在では、当社グループを構成する子会社及び関連会社は次のとおりであり

ます。

※印を付した18社は連結子会社であります。
○印を付した１社は持分法適用会社であります。

事業部門 　    社   名 　 主   要   な   事   業   内   容
産業機器部門 　 ㈱国興 ※ 機械・工具・電子機器等の販売

　 　 國孝（香港）有限公司 ※ 機械・工具の販売

　 　 深?国孝貿易有限公司 ※ 機械・工具の販売

　 　 他2社　 　

工業機械部門 　 ユアサテクノ㈱ ※ 工作機械の販売

　 　 ユアサプロマテック㈱ ※ ＦＡ関連機器・工具等の販売

　 　 湯浅商事（上海）有限公司 ※ 機械設備の販売

　 　 YUASA－YI,INC. ※ 工作機械の販売

　 　 PT.YUASA SHOJI INDONESIA※ 機械設備、周辺機器の販売

　 　 他7社　 　

管材・空調部門 　 ㈱マルボシ ※ バルブ・パイプ・継手等配管資材の販売

　 　 他4社　 　

住宅・建材部門 　 ユアサヒラノ㈱ ※ 住宅・建設資材の販売及び設置工事の請負

建設機械部門 　
他1社

ユアサＲ＆Ｓ㈱ ※ 建設機械・資材の販売及びリース・レンタル

　 　 ユアサマクロス㈱ ※ コンテナハウス及び建設機械の販売・レンタル

　 　 YUASA TRADING DEUTSCHLAND GMBH※ 建設機械の販売

　 　 他3社　 　

エネルギー部門 　 ユアサ燃料㈱ ※ 石油製品の販売

　 　 他2社　 　

その他 　 ユアサプライムス㈱ ※ 生活関連商品の販売

　 　 ユアサビジネスサポート㈱ ※ 施設管理アウトソーシング事業

　 　 ユアサ木材㈱ ※ 原木・木材製品・合板の販売、木材の加工

　 　 ユアサ礦産㈱ ※ 石材製品の販売

　 　 ㈱シーエーシーナレッジ ○ システム開発・保守・運用管理

　 　 他3社　 　

　 　 計41社　 　

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
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４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年12月31日現在

従業員数(名)
1,580
(427)

(注) １ 従業員数は就業人員であります。

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。

(2) 提出会社の状況

平成21年12月31日現在

従業員数(名)
849
(172)

(注) １ 従業員数は就業人員であります。

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第３四半期会計期間の平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比（％）

産業機器 11,473 △26.6

工業機械 9,045 △61.2

管材・空調 14,538 △17.3

住宅・建材 17,385 △5.3

建設機械 5,341 △17.4

エネルギー 8,884 △27.1

その他 10,632 △17.0

合計 77,302 △27.3

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ セグメント間取引については、相殺消去しております。

　

(2) 仕入実績

仕入実績の金額と販売実績の差額は僅少であるため、記載を省略しております。

　

(3) 受注実績

受注実績の金額と販売実績の差額は僅少であるため、記載を省略しております。

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。なお、重要事象等は存在しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当社は、当社連結子会社である株式会社国興（以下、「国興」といいます）との間で、当社を完全親会社、

国興を完全子会社とする株式交換を行うことを平成21年11月30日開催の当社取締役会において決議し、同

日付けにて株式交換契約を締結いたしました。

(1) 株式交換の目的及び内容

両社のもつ経営資源を迅速かつ効率的に活用することができる体制を構築することで、経営の効率化

と営業力の強化を図ることができるものと判断し、当社を株式交換完全親会社とし、国興を株式交換完全

子会社とするための株式交換の手続を行います。
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(2) 株式交換の日（効力発生日）

平成22年２月１日

(3) 株式交換の方法

当社は、株式交換の効力発生の直前の国興の最終の株主名簿に記載又は記録された当社を除く株主に

対して、当社が保有する当社の普通株式3,131,350株を割当交付いたします。

(4) 交換比率

国興の株式１株に対して、当社の普通株式25株を割当交付いたします。

(5) 株式交換比率の算定根拠

当社は、本株式交換の株式交換比率算定にあたり、その公平性、妥当性を担保するため、第三者機関に専

門家としての意見を求めることとし、その第三者機関である株式会社ネクト会計事務所（以下、「ネクト

会計事務所」といいます）に、株式交換比率の算定を依頼いたしました。

  ネクト会計事務所は、当社の株式価値については、当社が上場会社であることから市場株価法により算

定を行いました。市場株価法による市場価値の計算対象期間としては、平成21年11月27日を算定基準日と

し、過去１か月間（平成21年10月28日～平成21年11月27日）及び過去３か月間（平成21年8月28日～平成

21年11月27日）を採用いたしました。一方、国興の株式価値については、国興が非上場会社であることを

考慮し、ＤＣＦ法（ディスカウンティド・キャッシュ・フロー法）により算定いたしました。

 これらの算定結果を参考とし、当事会社間において慎重に協議いたしました結果、上記株式交換比率に

決定いたしました。

(6) 株式交換完全親会社となる会社の概要（平成21年３月31日現在）

商        号　 ユアサ商事株式会社

本店の所在地   東京都中央区日本橋大伝馬町13番10号

代表者の氏名   代表取締役社長  佐藤悦郎

資本金の額     20,644百万円

事業の内容     工作機械、産業機械、管材・空調、住宅・建材、燃料などの国内販売及び

                 輸出入事業

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において、当社グループが判断したものでありま

す。

(1)経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、緊急経済対策の効果や輸出の回復などにより、一部

に景気の持ち直しの動きが見られたものの、依然として、国内需要の回復力は弱く、非常に厳しい状況と

なりました。

このような状況の中、当社グループといたしましては、成長事業を「環境・省エネ・省コスト事業」と

位置付け、品揃力、省エネノウハウ、施工ネットワークを統合した環境提案力を強化するとともに、成長市

場であるアジア地域の営業基盤の拡充を図ってまいりました。また、一方で、徹底した経費の削減をさら

に進め、収益力の回復に努めてまいりました。 

  海外においては需要回復の兆しが見え受注残も増加いたしましたが、国内においては設備投資が引き

続き抑制され、新設住宅着工戸数も前年を大幅に下回りましたことなどから、当第３四半期連結会計期間

の売上高は、前年同四半期比27.3%減の773億２百万円となりました。

また、利益面につきましては、営業損失が38百万円（前年同四半期は12億25百万円の営業利益）、経常

損失が１億25百万円（前年同四半期は９億47百万円の経常利益）となり、四半期純損失は24百万円（前

年同四半期は１億30百万円の四半期純利益）となりました。
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　セグメント別の状況は以下のとおりです。

　

(産業機器部門)

  産業機器部門につきましては、生産活動の回復により工場の稼働率は改善してきたものの、主要産業で

ある自動車・電機等での新規設備投資需要は依然低水準であり、厳しい状況となりました。このような状

況の中、市況が回復している業種の需要取り込みの徹底と物流機能及びトレード機能の強化などに注力

いたしましたが、売上高は114億73百万円（前年同四半期比26.6%減）となりました。 

 

(工業機械部門)

  工業機械部門につきましては、海外における設備投資需要の回復により生産・輸出に持ち直しの動き

が見られたものの、国内における企業の設備・雇用の過剰感は依然として高く、全体的な底上げに至らな

いまま厳しい受注環境が続きました。このような状況の中、新規顧客の開拓、工場における「環境・省エ

ネ・省コスト」の提案営業力や景気回復が進む中国・東南アジア市場の営業力を強化してまいりました

が、売上高は90億45百万円（前年同四半期比61.2%減）となりました。

 

(管材・空調部門)

　管材・空調部門につきましては、緊急経済対策や省エネ法改正による工場・事業所等の設備見直しの動

きはあるものの、景気の先行き不透明感は拭いきれておらず、民間設備投資需要は依然として低調に推移

するなど厳しい状況となりました。このような状況の中、省エネ法に準拠した管理標準作成のコンサル

ティング機能を強化し、環境・省エネ関連商品の拡充などに注力いたしましたが、売上高は145億38百万

円（前年同四半期比17.3%減）となりました。

 

(住宅・建材部門)

　住宅・建材部門につきましては、雇用環境の悪化を背景に個人消費は盛り上がりに欠け、新設住宅着工

戸数も低水準で推移するなど厳しい状況となりました。このような状況の中、取引先との連携による施工

機能の強化に取り組み、屋上緑化・遮熱塗料など屋根分野の温暖化対策商品を提案する「クールビルプ

ロジェクト」と太陽光発電システムやエコキュートを中心としたオール電化住宅の推進などの成果も見

えてまいりました結果、売上高は173億85百万円（前年同四半期比5.3%減）となりました。

 

(建設機械部門)

　建設機械部門につきましては、補正予算等により公共工事の動きが出てきたものの、依然として民間設

備投資は低迷しており、加えてレンタル価格の極端な下落により、レンタル業者も投資を抑制したことな

どから全体の需要は大幅に減少し、非常に厳しい状況となりました。このような状況の中、小型機器レン

タル市場向けの環境・省エネ・安全を切り口にした商材の拡販、中古建設機械オークション市場の拡充、

ＰＢ商品の拡販などに取り組んでまいりましたが、売上高は53億41百万円（前年同四半期比17.4%減）と

なりました。
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(エネルギー部門)

　エネルギー部門につきましては、国内需要が低迷する中、販売価格の競争激化により利益確保が難しい

状況が続きました。このような状況の中、新規顧客の開拓、既存元売りとの連携強化、仕入先チャネルの拡

大、軽油の拡販などに注力いたしましたが、売上高は88億84百万円（前年同四半期比27.1%減）となりま

した。

 

(その他部門)

　その他の部門につきましては、家電製品や冷暖房機器などの生活関連商品は秋口の暖冬予想の影響が

あったものの堅調に推移しました。また、木材製品についても、需要の大幅な回復が見られない中、フロア

材などの付加価値の高い商品の販売に注力いたしましたが、売上高は106億32百万円（前年同四半期比

17.0%減）となりました。

　

(2)財政状態の分析

   （資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて122億88百万円減少し、1,376億79百万円となりました。これは、

現金及び預金が11億87百万円、受取手形及び売掛金が145億82百万円それぞれ減少したことなどによりま

す。固定資産は、前連結会計年度末に比べて34億24百万円減少し、386億７百万円となりました。これは投

資有価証券が12億86百万円増加した一方で、長期繰延税金資産が44億円減少したことなどによります。こ

の結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて157億12百万円減少し、1,762億87百万円となりました。

   （負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて84億95百万円減少し、1,338億84百万円となりました。これは、

支払手形及び買掛金が96億３百万円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ

て18億77百万円減少し、154億22百万円となりました。これは長期借入金が16億89百万円減少したことな

どによります。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて103億73百万円減少し、1,493億７百万円

となりました。

   （純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて53億38百万円減少し、269億80百万円となりました。これは、

四半期純損失の計上などにより利益剰余金が51億99百万円減少した一方、その他有価証券評価差額金が

５億26百万円増加したことなどによります。

 

(3)キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、第２四半期連結会計期間末に比べ21億

49百万円増加して、279億３百万円となりました。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　税金等調整前四半期純損失を１億25百万円計上する一方、売上債権の減少や仕入債務の増加による収入

などがあり、営業活動による資金の収入は、37億33百万円（前年同四半期は38億96百万円の収入）となり

ました。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資有価証券や有形固定資産の取得などにより、投資活動による資金の支出は、９億46百万円（前年同

四半期は３億67百万円の支出）となりました。
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(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　長期借入金の返済などにより、財務活動による資金の支出は、６億33百万円（前年同四半期は13億72百

万円の支出）となりました。

　

(4)対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

  なお、当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容の概要等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は以下のとおりです。

 

① 当社企業価値の源泉について

　当社は、「誠実と信用」、「進取と創造」、「人間尊重」を経営理念として、顧客第一とする経営で堅

実に業容を拡大し、工場関連分野及び住宅・建築・建設分野の業界Ｎｏ．１のインキュベーターとし

て、仕入先様、販売先様との永年にわたる堅い信頼関係を構築してまいりました。当社の企業価値は、こ

のようにして永年にわたって培ってきた堅い信頼関係にその源泉を有すると考えております。

 

② 基本方針の内容について

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、様々なステークホルダーとの信頼関係を

維持し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければならな

いと考えております。もっとも当社は大原則として、会社を支配する者の在り方は、最終的には株主の

皆様全体の意思に基づき決定されるべきものと考えております。 

  したがって、会社の支配権の移転を伴う買収提案に応じるかどうかの判断も、最終的に株主全体の意

思に基づき行われるものと考えております。しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の

中には、株主に株式の売却を事実上強要する恐れがあるもの、株主が買付の条件等について検討した

り、当社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した

条件より有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、企業価値ひいては株主の

皆様の共同の利益に資さないものが存すると考えられます。当社は、このような大規模な買付行為等を

行う者またはグループは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとして、

法令及び定款によって許容される限度において当社グループの企業価値または株主の皆様の共同の利

益の確保・向上のための適切な措置を講じることを、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

の在り方に関する基本方針といたします。

 

③ 企業価値・株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて

　当社グループは、中期経営計画である「Ｎｅｏ Ｆｒｏｎｔｉｅｒ 2011」のもと、収益力向上に向け、

基幹事業への経営資源を集中し、バランスの取れた機能強化投資を実行するとともにコーポレート・

ガバナンスを強化充実させ、企業価値・株主共同の利益の確保・向上を図ります。

  また、当社は、当社株式を大量取得しようとする者が出現した場合には、社外の専門家等を中心とす

る委員会を設置し、当該買収提案の評価や取得者との交渉を行うとともに、当社の企業価値・株主共同

の利益に資さない場合には、具体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定し、実行する体制を整

えます。当社の株式の大量取得を目的とする買付けについては、当該買収者の事業内容及び将来の事業

計画並びに過去の投資行動等から、慎重に当該買付行為または買収提案の当社企業価値・株主共同の

EDINET提出書類

ユアサ商事株式会社(E02525)

四半期報告書

 9/40



利益への影響を判断する必要があると認識しておりますが、上記の基本方針に照らし具体的な対抗措

置が必要な場合は、次の要件を充足する必要かつ妥当な措置を講じるものとします。

ⅰ，当該措置が上記基本方針に沿うものであること

ⅱ，当該措置が株主の共同の利益を損なうものでないこと

ⅲ，当該措置が役員の地位の維持を目的とするものでないこと

　

(5)研究開発活動

    該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

① 当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な

    設備の新設、除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

② 当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画は

    ありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 400,000,000

計 400,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 231,558,826231,558,826
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は
1,000株
であります。

計 231,558,826231,558,826― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】

　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成20年７月18日  取締役会決議
（平成20年７月23日 新株予約権を割り当てる日等について一部変更の取締役会決議）

　
第３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数（個） 691

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 691,000

新株予約権の行使時の払込金額
株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに各新株予
約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間 平成20年８月９日～平成50年８月８日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額

発行価格    １株当たり114円
資本組入額  １株当たり 57円

新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、
原則として当社の取締役、監査役及び執行役員のい
ずれの地位をも喪失したときに限り、新株予約権を
行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約
権者は、地位を喪失した日の翌日（以下「権利開始
日」という。）から当該権利開始日より10日を経過
する日（ただし、当該日が営業日でない場合には、前
営業日）までの間に限り、新株予約権を行使するこ
とができる。

(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①ま
たは②に定める場合（ただし、②については、下記の
「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株
予約権が交付される場合を除く。）には、それぞれに
定める期間内に限り新株予約権を行使できるものと
する。
①新株予約権者が平成49年８月８日に至るまでに権
利行使開始日を迎えなかった場合
平成49年８月９日から平成50年８月８日まで

②当社が消滅会社となる合併契約の議案、または当社
が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移
転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認さ
れた場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の
取締役会決議または代表取締役社長の決定がなさ
れた場合）
当該承認日の翌日から10日間

(3)募集新株予約権１個当たりの一部行使はできないも
のとする。

(4)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合に
は、かかる募集新株予約権を行使することができな
いものとする。
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第３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議に
よる承認を要する。

代用払込みに関する事項  ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限
る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）を
する場合において、組織再編行為の効力発生の時点に
おいて残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」
という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株
予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することと
する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、
再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす
る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予
約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸
収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移
転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一
の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、（注）１に準じ
て決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的であ
る再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と
する。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を
行使することにより交付を受けることができる再編
対象会社の株式１株当たり１円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
（注）２に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の
うちいずれか遅い日から、（注）２に定める募集新
株予約権を行使することができる期間の満了日まで
とする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
る増加する資本金及び資本準備金に関する事項
（注）３に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象
会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。

(8)新株予約権の取得条項
（注）４に準じて決定する。

(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定す
る。
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（注）１ 募集新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数（以下

「付与株式数」という。）は1,000株とする。ただし、募集新株予約権を割り当てる日以後、当社が当社普通株

式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）

または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、

これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

  また、上記のほか、合併、会社分割その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたと

きは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

  また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事

項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下「新株予約権者」という。）に公

告または通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告または通知を行うことができない場合には、

以後速やかに公告または通知するものとする。

（注）２ 募集新株予約権を行使することができる期間は、平成20年８月９日から平成50年８月８日までとする。

（注）３ 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17

    条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

    端数は、これを切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載

    の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

（注）４ 募集新株予約権の取得事由及び取消の条件

(1) 割当てを受けた者が以下に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合には、割り当てられた

    新株予約権の全てを当社が無償にて取得する。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新

    株予約権を無償にて消却することができる。

    ①取締役及び執行役員

      （イ）背任行為等、個人に帰すべき事由により、当社取締役及び執行役員を解任され、当社取締役

            会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合

      （ロ）上記のほか、当社取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合

    ②監査役

      （イ）背任行為等、個人に帰すべき事由により、当社監査役を解任され、当社監査役会が新株予約

            権の保有の継続を適当でないと認めた場合

      （ロ）上記のほか、当社監査役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合

(2) 割当てを受けた者が平成21年５月31日までに、当社取締役、監査役及び執行役員の地位を喪失した場

    合、割り当てられた新株予約権のうち、次の算式により算出された個数の新株予約権を当社が無償に

    て取得する。この場合、当社はいつでも取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。

    ただし、平成20年８月８日から平成21年５月31日までに当社取締役、監査役及び執行役員が死亡しま

    たはやむを得ない事由によって退任した場合には、当該期間の全部または一部をその在任期間として

    計算することができる。

                      12か月－平成20年６月１日から当社取締

                      役、監査役及び執行役員の地位喪失の日

                      の属する月までの月数（ただし、月の途

                      中で地位を喪失した場合、当該日も１か

     当社が取得       月として計算する）                           当社取締役、監査役及び

     する新株予 ＝  ────────────────────  ×   執行役員に割当てられた

     約権の個数                                                    新株予約権の個数

                                 12か月

 

(3) 当社が消滅会社となる合併契約の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移

    転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取

    締役会決議または代表取締役社長の決定がなされた場合）、承認の翌日から10日間が経過する日まで

    権利行使されなかった新株予約権は、10日間を経過した日の翌日に当社が無償にて取得する。この場

    合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて償却することができる。

(4) 当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて償却することができる。
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平成21年７月10日  取締役会決議

　
第３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数（個） 955

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 955,000

新株予約権の行使時の払込金額
株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに各新株予
約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間 平成21年８月６日～平成51年８月５日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額

発行価格    １株当たり 99円
資本組入額  １株当たり 49円

新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、
原則として当社の取締役、監査役及び執行役員のい
ずれの地位をも喪失したときに限り、新株予約権を
行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約
権者は、地位を喪失した日の翌日（以下「権利開始
日」という。）から当該権利開始日より10日を経過
する日（ただし、当該日が営業日でない場合には、前
営業日）までの間に限り、新株予約権を行使するこ
とができる。

(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①ま
たは②に定める場合（ただし、②については、下記の
「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株
予約権が交付される場合を除く。）には、それぞれに
定める期間内に限り新株予約権を行使できるものと
する。
①新株予約権者が平成50年８月５日に至るまでに権
利行使開始日を迎えなかった場合
平成50年８月６日から平成51年８月５日まで

②当社が消滅会社となる合併契約の議案、または当社
が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移
転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認さ
れた場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の
取締役会決議または代表取締役社長の決定がなさ
れた場合）
当該承認日の翌日から10日間

(3)募集新株予約権１個当たりの一部行使はできないも
のとする。

(4)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合に
は、かかる募集新株予約権を行使することができな
いものとする。
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第３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議に
よる承認を要する。

代用払込みに関する事項  ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限
る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）を
する場合において、組織再編行為の効力発生の時点に
おいて残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」
という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株
予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することと
する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、
再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす
る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予
約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸
収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移
転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一
の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、（注）１に準じ
て決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的であ
る再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と
する。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を
行使することにより交付を受けることができる再編
対象会社の株式１株当たり１円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
（注）２に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の
うちいずれか遅い日から、（注）２に定める募集新
株予約権を行使することができる期間の満了日まで
とする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
る増加する資本金及び資本準備金に関する事項
（注）３に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象
会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。

(8)新株予約権の取得条項
（注）４に準じて決定する。

(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定す
る。
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（注）１ 募集新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数（以下

「付与株式数」という。）は1,000株とする。ただし、募集新株予約権を割り当てる日以後、当社が当社普通株

式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）

または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、

これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

  また、上記のほか、合併、会社分割その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたと

きは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

  また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事

項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下「新株予約権者」という。）に公

告または通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告または通知を行うことができない場合には、

以後速やかに公告または通知するものとする。

（注）２ 募集新株予約権を行使することができる期間は、平成21年８月６日から平成51年８月５日までとする。

（注）３ 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17

    条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

    端数は、これを切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載

    の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

（注）４ 募集新株予約権の取得事由及び取消の条件

(1) 割当てを受けた者が以下に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合には、割り当てられた

    新株予約権の全てを当社が無償にて取得する。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新

    株予約権を無償にて消却することができる。

    ①取締役及び執行役員

      （イ）背任行為等、個人に帰すべき事由により、当社取締役及び執行役員を解任され、当社取締役

            会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合

      （ロ）上記のほか、当社取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合

    ②監査役

      （イ）背任行為等、個人に帰すべき事由により、当社監査役を解任され、当社監査役会が新株予約

            権の保有の継続を適当でないと認めた場合

      （ロ）上記のほか、当社監査役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合

(2) 割当てを受けた者が平成22年５月31日までに、当社取締役、監査役及び執行役員の地位を喪失した場

    合、割り当てられた新株予約権のうち、次の算式により算出された個数の新株予約権を当社が無償に

    て取得する。この場合、当社はいつでも取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。

    ただし、平成21年８月５日から平成22年５月31日までに当社取締役、監査役及び執行役員が死亡しま

    たはやむを得ない事由によって退任した場合には、当該期間の全部または一部をその在任期間として

    計算することができる。

                      12か月－平成21年６月１日から当社取締

                      役、監査役及び執行役員の地位喪失の日

                      の属する月までの月数（ただし、月の途

                      中で地位を喪失した場合、当該日も１か

     当社が取得       月として計算する）                           当社取締役、監査役及び

     する新株予 ＝  ────────────────────  ×   執行役員に割当てられた

     約権の個数                                                    新株予約権の個数

                                 12か月

 

(3) 当社が消滅会社となる合併契約の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移

    転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取

    締役会決議または代表取締役社長の決定がなされた場合）、承認の翌日から10日間が経過する日まで

    権利行使されなかった新株予約権は、10日間を経過した日の翌日に当社が無償にて取得する。この場

    合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて償却することができる。

(4) 当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて償却することができる。
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(3) 【ライツプランの内容】

       該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成21年10月１日～
平成21年12月31日

― 231,558 ― 20,644 ― 6,777

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

　

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間の末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載

することができませんので、直前の基準日である平成21年９月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)
普通株式   18,435,000

― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　212,047,000 212,047 ―

単元未満株式 普通株式　　1,076,826 ― １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 　　　　　　231,558,826 ― ―

総株主の議決権 ― 212,047 ―

(注)  １ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式はありません。

 ２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式301株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
ユアサ商事株式会社

東京都中央区日本橋
大伝馬町13番10号

18,435,000― 18,435,0007.96

計 ― 18,435,000― 18,435,0007.96

(注)  当第３四半期会計期間末（平成21年12月31日）の自己株式数は、18,441,696株であります。
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２ 【株価の推移】

 【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 112 108 120 118 111 103 99 87 80

最低(円) 95 95 104 101 100 94 86 66 69

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

  なお、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連

結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

  また、当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連

結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日内閣府令第５号）附則第７条第１

項第１号ただし書き及び第４号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月

１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31

日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12

月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、東陽監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 28,360 29,548

受取手形及び売掛金 ※５, ※６
 79,824

※５
 94,406

たな卸資産 ※３
 20,282

※３
 17,244

その他 10,375 10,146

貸倒引当金 △1,162 △1,377

流動資産合計 137,679 149,967

固定資産

有形固定資産 ※１
 16,688

※１
 16,353

無形固定資産 ※２
 2,116

※２
 2,313

投資その他の資産

その他 21,466 24,812

貸倒引当金 △1,664 △1,447

投資その他の資産合計 19,802 23,364

固定資産合計 38,607 42,031

資産合計 176,287 191,999

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※６
 92,471 102,074

短期借入金 34,759 34,602

未払法人税等 215 532

賞与引当金 274 733

その他 6,163 4,437

流動負債合計 133,884 142,380

固定負債

長期借入金 12,879 14,569

退職給付引当金 241 235

その他 2,300 2,495

固定負債合計 15,422 17,300

負債合計 149,307 159,680
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 20,644 20,644

資本剰余金 6,777 6,777

利益剰余金 1,437 6,636

自己株式 △2,185 △2,194

株主資本合計 26,674 31,863

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △505 △1,032

繰延ヘッジ損益 11 24

為替換算調整勘定 △328 △316

評価・換算差額等合計 △822 △1,323

新株予約権 173 89

少数株主持分 955 1,689

純資産合計 26,980 32,319

負債純資産合計 176,287 191,999
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 331,264 218,719

売上原価 304,456 200,356

売上総利益 26,808 18,362

販売費及び一般管理費 ※
 22,053

※
 19,075

営業利益又は営業損失（△） 4,754 △712

営業外収益

受取利息 1,016 736

受取配当金 160 177

その他 109 260

営業外収益合計 1,285 1,173

営業外費用

支払利息 1,480 1,023

その他 394 364

営業外費用合計 1,875 1,388

経常利益又は経常損失（△） 4,165 △927

特別利益

負ののれん発生益 － 151

その他 4 －

特別利益合計 4 151

特別損失

投資有価証券評価損 1,184 4

関係会社処理損 268 －

その他 366 －

特別損失合計 1,819 4

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

2,350 △779

法人税、住民税及び事業税 641 285

法人税等調整額 16 3,708

法人税等合計 657 3,994

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △4,774

少数株主損失（△） △64 △180

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,757 △4,593
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 106,346 77,302

売上原価 97,695 71,101

売上総利益 8,650 6,200

販売費及び一般管理費 ※
 7,425

※
 6,239

営業利益又は営業損失（△） 1,225 △38

営業外収益

受取利息 301 222

受取配当金 46 97

その他 15 85

営業外収益合計 363 406

営業外費用

支払利息 534 339

その他 106 153

営業外費用合計 641 492

経常利益又は経常損失（△） 947 △125

特別利益

投資有価証券評価損戻入益 － 0

その他 1 －

特別利益合計 1 0

特別損失

投資有価証券評価損 756 －

その他 49 －

特別損失合計 805 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

143 △125

法人税、住民税及び事業税 125 123

法人税等調整額 △16 △126

法人税等合計 109 △3

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △121

少数株主損失（△） △96 △97

四半期純利益又は四半期純損失（△） 130 △24
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

2,350 △779

減価償却費 661 837

のれん償却額 147 147

負ののれん発生益 － △151

投資有価証券評価損益（△は益） 1,184 4

関係会社処理損 268 －

その他の特別損益（△は益） 361 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） △260 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △458 △458

受取利息及び受取配当金 △1,176 △913

支払利息 1,480 1,023

為替差損益（△は益） 11 0

売上債権の増減額（△は増加） 12,792 14,740

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,184 △3,032

仕入債務の増減額（△は減少） △7,559 △9,649

未払消費税等の増減額（△は減少） △12 △57

長期金銭債権の増減額（△は増加） △2 △108

その他 5,718 1,988

小計 11,319 3,595

利息及び配当金の受取額 1,144 916

利息の支払額 △1,492 △1,036

法人税等の支払額 △1,001 △550

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,970 2,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △260 △602

定期預金の払戻による収入 383 440

有形固定資産の取得による支出 △274 △541

有形固定資産の売却による収入 43 0

投資有価証券の取得による支出 △49 △458

投資有価証券の売却による収入 61 23

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△131 －

子会社株式の取得による支出 － △498

貸付けによる支出 △631 △355

貸付金の回収による収入 434 400

その他 △562 △123

投資活動によるキャッシュ・フロー △986 △1,716
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △8,351 201

長期借入金の返済による支出 △1,521 △1,735

リース債務の返済による支出 － △243

自己株式の取得による支出 △1,106 △1

自己株式の売却による収入 － 0

配当金の支払額 △669 △639

少数株主への配当金の支払額 △17 △6

その他 △4 △282

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,671 △2,707

現金及び現金同等物に係る換算差額 △171 27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,858 △1,472

現金及び現金同等物の期首残高 32,174 29,255

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 29 120

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 29,345

※
 27,903
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日　至 平成21年12月31日）

該当事項はありません。

　

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21年12月31日)

１　連結の範囲の変更

連結子会社数　18社

第１四半期連結会計期間より、PT.YUASA SHOJI INDONESIAは重要性が増したため、連結の範囲に含めておりま

す。

２　持分法の適用に関する事項の変更

持分法適用関連会社数　１社

第１四半期連結会計期間より、㈱シーエーシーナレッジは重要性が増したため、持分法の適用の範囲に含めて

おります。

３　会計方針の変更

企業結合に関する会計基準等の適用

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計

基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成20年12月26

日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）が平成21年4

月1日以後開始する連結会計年度において最初に実施される企業結合及び事業分離等から適用することができ

ることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用しております。

　なお、これらの適用に伴い、適用初年度の期首において、部分時価評価法により計上されてきた評価差額は全面

時価評価法により計上しており、新たに計上した評価差額の少数株主持分額154百万円は、主として有形固定資

産の「土地」及び「少数株主持分」でそれぞれ増加しております。

　

　

【表示方法の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日　
  至 平成21年12月31日)

１　四半期連結損益計算書関係

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）が平成21

年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当第３四半期連結累計期

間では「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

　

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
  至 平成21年12月31日)

１　四半期連結損益計算書関係

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）が平成21

年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当第３四半期連結会計期

間では「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。
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【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21年12月31日)

１　棚卸資産の評価方法

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定しております。

２　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21年12月31日)

１　税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　 6,360百万円

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額　 　6,175百万円

 

※２　無形固定資産の内訳

のれん 392百万円

その他 1,724百万円

計 2,116百万円

 

※２　無形固定資産の内訳

のれん 540百万円

その他 1,773百万円

計 2,313百万円

 

※３　たな卸資産の内訳

商品 17,821百万円

仕掛品 2,461百万円

計 20,282百万円

 

※３　たな卸資産の内訳

商品 16,376百万円

仕掛品 867百万円

計 17,244百万円

 

　４　保証債務

関係会社及び海外現地
法人の借入金等に対する
保証

　 千 百万円

YUASA MECHATRONICS(M)

SDN.BHD.
US$ 201 18

SIAM SAMUT CO.,LTD.THB1,000 2

従業員に対する保証 　 　 138

その他取引先に対する

保証
　 　 134

　　　計 　 　 293

 

　４　保証債務

関係会社及び海外現地
法人の借入金等に対する
保証

　 千 百万円

YUASA MECHATRONICS(M)

SDN.BHD.
US$ 263 25

SIAM SAMUT CO.,LTD.THB1,000 2

従業員に対する保証 　 　 151

その他取引先に対する

保証
　 　 136

　　　計 　 　 316

 

※５　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 2,353百万円

受取手形裏書譲渡高 823百万円

 

※６　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理しております。

　なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の

休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれてお

ります。

受取手形 1,301百万円

支払手形 5,486百万円

裏書譲渡手形 53百万円

割引手形 263百万円

※５　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 2,432百万円

受取手形裏書譲渡高 728百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

　
前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21年12月31日)

※販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 6,262百万円

賞与引当金繰入額 553百万円

退職給付引当金繰入額 333百万円

※販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 5,892百万円

賞与引当金繰入額 275百万円

退職給付引当金繰入額 445百万円

　

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日
  至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

※販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 1,995百万円

賞与引当金繰入額 553百万円

退職給付引当金繰入額 114百万円

※販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 1,949百万円

賞与引当金繰入額 275百万円

退職給付引当金繰入額 147百万円

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21年12月31日)

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
　借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 29,575百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △ 230百万円

現金及び現金同等物 29,345百万円

　

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
　借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 28,360百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △ 456百万円

現金及び現金同等物 27,903百万円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日

　至 平成21年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 231,558

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 18,441

　

　

３　新株予約権等に関する事項

　　ストック・オプションとしての新株予約権

会社名
当第３四半期

連結会計期間末残高
(百万円)

提出会社 173

連結子会社 ―

合計 173

　

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年５月13日
取締役会

普通株式 利益剰余金 639 3.00平成21年３月31日 平成21年６月29日

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

当社は、当第３四半期連結累計期間において、4,593百万円の四半期純損失を計上いたしました。ま

た、剰余金の配当639百万円を行ったことなどにより、当第３四半期連結会計期間末において利益剰余

金が前連結会計年度末と比べて5,199百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末における株主資本は

26,674百万円となっております。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日　至 平成20年12月31日)

　

　
産業機器
(百万円)

工業機械
(百万円)

管材・
空調
(百万円)

住宅・
建材
(百万円)

建設機械
(百万円)

エネルギー
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高及び営業損益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する
    売上高

15,63923,29717,58018,3596,46712,19512,806106,346 － 106,346

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

2,482 645 1,268 838 580 0 11 5,827(5,827)－

計 18,12123,94318,84819,1987,04712,19512,818112,173(5,827)106,346

営業利益又は営業損失(△) 107 748 395 △ 8 △ 31 138 424 1,775 (549)1,225

(注)　事業の区分は、取扱商品の種類、性質の類似性等により区分しております。

　

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日　至 平成21年12月31日)

　

　
産業機器
(百万円)

工業機械
(百万円)

管材・
空調
(百万円)

住宅・
建材
(百万円)

建設機械
(百万円)

エネルギー
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高及び営業損益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する
    売上高

11,4739,04514,53817,3855,3418,88410,63277,302 － 77,302

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

1,800 388 1,2161,215 556 0 13 5,191(5,191)－

計 13,2739,43415,75518,6005,8978,88510,64682,493(5,191)77,302

営業利益又は営業損失(△) △ 129 △ 91 219 △ 16 △ 83 37 81 17 (56)△ 38

(注)　事業の区分は、取扱商品の種類、性質の類似性等により区分しております。
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前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日　至 平成20年12月31日)

　

　
産業機器
(百万円)

工業機械
(百万円)

管材・
空調
(百万円)

住宅・
建材
(百万円)

建設機械
(百万円)

エネルギー
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高及び営業損益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する
    売上高

53,90079,70653,15656,51921,42036,71829,843331,264 － 331,264

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

8,7061,5693,7112,5671,776 2 46 18,379(18,379)－

計 62,60681,27556,86859,08623,19636,72029,889349,644(18,379)331,264

営業利益又は営業損失(△) 814 3,2421,237 309 271 306 △ 15 6,166(1,411)4,754

(注)　事業の区分は、取扱商品の種類、性質の類似性等により区分しております。

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日　至 平成21年12月31日)

　

　
産業機器
(百万円)

工業機械
(百万円)

管材・
空調
(百万円)

住宅・
建材
(百万円)

建設機械
(百万円)

エネルギー
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高及び営業損益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する
    売上高

32,68727,66143,27052,39316,12222,61823,964218,719 － 218,719

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

4,858 924 3,2373,2691,531 0 37 13,859(13,859)－

計 37,54628,58546,50855,66317,65422,61924,001232,578(13,859)218,719

営業利益又は営業損失(△) △ 500△ 180 722 237 △ 216 83 80 226 (939)△ 712

(注)　事業の区分は、取扱商品の種類、性質の類似性等により区分しております。

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日　至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結会計期

間(自 平成21年10月１日　至 平成21年12月31日)並びに前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１

日　至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日　至 平成21年12月31日)

全セグメントの売上高及び営業利益の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所

在地別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日　至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結会計期

間(自 平成21年10月１日　至 平成21年12月31日)並びに前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１

日　至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日　至 平成21年12月31日)

海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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(ストック・オプション等関係)

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日　至 平成21年12月31日)

１　費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費（株式報酬費用）　　　23百万円

　

　

(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 121.30円
　

　 　

　 143.35円
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 26,980 32,319

普通株式に係る純資産額(百万円) 25,851 30,540

差額の主な内訳(百万円) 　 　

　新株予約権 173 89

　少数株主持分 955 1,689

普通株式の発行済株式数(千株) 231,558 231,558

普通株式の自己株式数(千株) 18,441 18,518

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(千株)

213,117 213,040
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２  １株当たり四半期純利益金額、１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額

　

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 8.00円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
金額

7.98円

 
  

　

１株当たり四半期純損失金額（△） △ 21.56円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
金額

－円

 
  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期
純損失であるため、記載しておりません。
　

(注)１株当たり四半期純利益金額、１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算

定上の基礎

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は四半
期純損失（△）(百万円)

1,757 △ 4,593

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
（△）(百万円)

1,757 △ 4,593

普通株式の期中平均株式数(千株) 219,787 213,111

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算
定に用いられた普通株式増加数(千株)

409 －

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
  至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
  至 平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 0.61円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
金額

0.60円

 
  

　

１株当たり四半期純損失金額（△） △ 0.11円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
金額

－円

 
  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期
純損失であるため、記載しておりません。
　

(注)１株当たり四半期純利益金額、１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算

定上の基礎

項目
前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
  至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
  至 平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は四半
期純損失（△）(百万円)

130 △ 24

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
（△）(百万円)

130 △ 24

普通株式の期中平均株式数(千株) 214,985 213,119

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算
定に用いられた普通株式増加数(千株)

773 －

　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

　

当社は、平成22年２月10日開催の取締役会において、希望退職者の募集を行うことを決議いたしました。

１．希望退職者募集の理由

当社グループを取り巻く環境は、依然として設備投資需要の回復が遅れており、今後も厳しい状況が続く

ものと予想いたしております。このような経営環境において、徹底したコスト削減などに取り組んでまいり

ましたが、さらに構造改革の一環として、人員の適正化を行うことが必要と判断し、希望退職者の募集を実

施することといたしました。

２．希望退職者募集の概要

(1) 募集人員      50名程度

(2) 対象者        平成22年４月１日現在、満50歳以上60歳未満の正社員

(3) 募集期間      平成22年３月８日から平成22年３月12日まで

(4) 退職予定日    平成22年３月31日

(5) 優遇措置      ①会社都合による退職金に加え、特別加算金を支給する。

              ②希望者に対しては、再就職支援会社を通じた再就職支援を行う。

３．損益に与える影響

当四半期報告書提出日現在では、応募者数及び特別加算金総額が未定であるため、影響額は未確定であり

ます。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月10日

ユアサ商事株式会社

取締役会　御中

　

　

東陽監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    小    林    良    三    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    恩    田    正    博    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    田    島    幹    也    印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているユア

サ商事株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ユアサ商事株式会社及び連結子会社の平成20

年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の

経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年２月４日

ユアサ商事株式会社

取締役会  御中

　

　

東陽監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    小    林    良    三    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    恩    田    正    博    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    田    島    幹    也    印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているユア

サ商事株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ユアサ商事株式会社及び連結子会社の平成21

年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の

経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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